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令和４年第２回度会町議会定例会会議録 

 

招集年月日  令和４年６月７日 

招集場所   度会町議会議場 

開議     令和４年６月７日（午前９時00分） 

出席議員   １番 大西  徹   ２番 大野 原德   ３番 中西 久博 

       ４番 長谷川多一   ５番 貞森 義和   ６番 若宮 淳也 

       ７番 西井 仁司   ８番 舟瀬  勝   ９番 濱岡 裕之 

       11番 中森  慰 

欠席議員   10番 牧  幸作 

 

地方治法第121条の規定による説明のため会議に出席した者の職・氏名 

町 長 中村 忠彦 産業振興課長 西村 夏之 

副 町 長 西岡 一義 建設水道課長 森井  裕 

総 務 課 長 中井 宏明 建設担当課長 阪口 昇吾 

みらい安心課長 山下 喜市 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 

長谷川陽子 

税務住民課長 迫本  晃 教育委員会教育長 中村 武弘 

保健こども課長 作野 和幸 教育委員会事務局長 中井  均 

長寿福祉課長 岡谷 吉浩   

 

議会の職務のために出席した者の職員氏名 

議会事務局長 西田  健 書 記 西村 美紀 

書 記 宇田 真希 書 記 中村 公洋 

 

議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案の上程（議案第30号～議案第34号） 

 日程第５ 提案理由の説明（議案第30号～議案第34号） 

 日程第６ 質疑（議案第30号～議案第34号） 

 日程第７ 予算決算常任委員会各常任委員会付託（議案第30号～議案第34号） 

 

上程議案 

 議案第30号 令和４年度 度会町一般会計補正予算（第２号） 
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 議案第31号 町長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例について 

 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度 度会町一般会計 

       補正予算（第10号）） 

 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて（度会町税条例の一部を改正す 

       る条例） 

 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて（度会町国民健康保険税条例の 

       一部を改正する条例） 

 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（令和３年度 度会町一般会計予算） 

 報告第３号 令和３年度 度会町水道事業会計予算繰越報告について 

 

◎開会の宣告                          （９時00分） 

○議長（濱岡 裕之） ただいまの出席議員は10名で定足数に達しておりますので、

令和４年第２回度会町議会定例会を開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

 

◎会議録署名議員の指名 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、度会町議会会議規則第127条の規定によって、

議長において指名をいたします。 

２番 大野 原德 議員 

３番 中西 久博 議員 

 

◎会期の決定 

  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

  今期定例会の会期は、本日から６月16日までの10日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の発声あり） 

○議長（濱岡 裕之） 異議なしと認めます。 

  よって、今期定例会は、本日から６月16日までの10日間に決定いたしました。 

  なお、今期定例会の日程は、お手元に配付いたしました日程表により会議を進め

たいと思いますので、御了承をお願いいたします。 

 

◎諸般の報告 

  日程第３ 諸般の報告をいたします。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定による報告第２号 繰越明許費繰越計算
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書について（令和３年度度会町一般会計予算）及び地方公営企業法第26条第３項の

規定による報告第３号 令和３年度度会町水道事業会計予算繰越報告についての報

告がありましたので、それぞれの写しを配付いたしました。 

  また、監査委員から地方自治法第235条の２第３項の規定による令和４年２月分

ないし令和４年４月分の出納検査の結果報告が提出されておりますので、細部につ

いては、事務局において御高覧いただきたいと思います。 

  次に、今期定例会の議事説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧

表にして、お手元に配付いたしましたので、御了承をお願いいたします。 

  また、中村町長より広報掲載のための写真撮影の申出がありましたので、撮影の

許可をいたしました。 

  なお、本日、10番 牧 幸作議員が欠席いたしておりますので、御了承をお願い

いたします。 

 

◎議案の上程（議案第30号～議案第34号） 

  日程第４ 本日、中村町長より提出されました議案第30号から議案第34号までを、

お手元に配付いたしました議案一覧表により一括議題といたします。 

 

◎提案理由の説明（議案第30号～議案第34号） 

  日程第５ それでは、提案者中村町長より提案理由の説明を求めます。 

  中村町長。 

○町長（中村 忠彦） それでは、皆さんおはようございます。 

  令和４年第２回度会町議会定例会を招集させていただきましたところ、公私何か

と御多忙の中、御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

  ウクライナ情勢が緊迫化する中、かつてない原材料、エネルギー価格の高騰や急

激な円安など、ますます先行きが不透明な社会情勢が続いております。 

  こうした影響は、私たちの暮らしにも直結するため、引き続き、緊張感をもって

注視する所存でございます。 

  新型コロナウイルスの感染状況につきましては、先月における県内の感染者累計

は約１万8,000人と、対前月比で約5,000人減少するなど、感染力の強いオミクロン

株による第６波が徐々にではありますが、落ち着きつつあります。 

  しかしながら、第７波到来の懸念もあり、本町におきましては、来月24日から60

歳以上または18歳以上の基礎疾患を有する方を対象に４回目の追加接種を順次進め、

さらなる重症化予防に努めることとしております。 

  今後も、感染防止対策などを徹底しながら、町民の皆様の安心・安全な暮らしに

向けて引き続き、取り組んでまいりたいと考えております。 
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  さて、今期定例会に提出いたしました議案は、補正予算２件、条例関係３件の合

計５議案となりますが、併せて、報告を２件させていただいております。 

  それでは、議案の順に従いまして、それぞれの概要を御説明し、提案理由とさせ

ていただきます。 

  最初に、議案第30号 令和４年度度会町一般会計補正予算（第２号）でございま

すが、今回、歳入歳出それぞれ１億 6,919万6,000円を追加し、予算総額を43億

3,566万2,000円といたすものでございます。 

  このたびの補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、社

会資本整備総合交付金、社会保障・税番号制度補助金、低所得の子育て世帯に対す

る子育て世帯生活支援特別給付金など国・県交付金事業の新設や内示による事業費

の増減補正など、今期定例会において予算措置が必要な事務事業予算を計上いたし

ております。 

  それでは、歳出科目の順に主なものについて、財源構成と合わせて、御説明申し

上げます。 

  なお、一般会計補正予算案の歳出説明欄に新型コロナ対策と記載のあるものにつ

きましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業であり

ますので、あらかじめ御承知おきください。 

  それでは、まず、11ページ、歳出から説明させていただきます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節12委託料の1,826万6,000円で

ございますが、町民の利便性向上に資する自治体手続のオンライン化のためのシス

テム改修費用として追加計上いたしています。 

  続く、目４財産管理費、節10需用費には、庁舎内の空調設備の修繕料として200

万円を、節12委託料には、老朽化が進む度会町協業センターの外壁改修等工事にか

かる監理業務費用として20万円、節14工事請負費には、同センターの工事費として

400万円を追加計上し、適切な維持管理に努めたいと考えております。 

  目５企画費、節12委託料の102万9,000円につきましては、ふるさと納税のさらな

る推進に取り組むべく、専門家を交えながら、ビジュアルデザインを一新させ、地

域の活性化を図ってまいります。 

  次の項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費、12ページの節12委託料

には、法改正に伴う戸籍事務内連携に係る対応として、生体認証や機器整備を含め

た戸籍システム電算委託料として785万円を追加計上いたしております。 

  款３民生費、項２児童福祉費、目２児童措置費の286万7,000円でございますが、

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対

する子育て世帯生活支援特別給付金の予算措置でありまして、財源は全額国庫負担

により、対象児童一人当たり一律５万円を、可能な限り速やかに支給する所存であ
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ります。 

  13ページ、目６放課後児童クラブ運営費、節12委託料のうち、監理業務委託料90

万円及び節14工事請負費の1,650万円につきましては、放課後児童クラブや子育て

支援センターのほか、指定避難所としての役割も担っている度会町地域交流センタ

ーの外壁が、経年による老朽化が進み、安心・安全な子育て支援に支障を来すおそ

れがあることから、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

維持管理に努めたいと考えております。 

  同ページの下段になりますが、款４衛生費、項２清掃費、目１塵芥処理費、節14

工事請負費におきましては、現在、収集日が定まっている段ボール類について、日

時を問わず搬出ができるリサイクルステーションを、こちらも新型コロナ臨時交付

金を活用し、新たに設置する費用として870万円を追加計上いたしております。 

  細部については、今後の調整となる部分もありますが、コロナ感染症対策は元よ

り、町民の皆様の利便性の向上につなげたいとの思いでおります。 

  14ページ、款７土木費、項２道路橋梁費、目２町道新設改良費では、社会資本整

備総合交付金事業に係る国庫補助金の予算割当てが、当初の見込みより増額となっ

ておりますことから、大野木地内の通学路対策事業を新たに追加し、また、町道川

南線の道路舗装修繕工事の事業量を追加しましたことから、合わせて2,000万円を

追加計上いたしております。 

  次の15ページ、款９教育費、項２小学校費におきましては、新型コロナ臨時交付

金事業として、懸案事項となっております小学校体育館のトイレ増築事業、ギガス

クール構想の実現を目指し、通信速度の高速化を図るためのネットワーク環境の更

新事業、感染症防止の対策とするワンタッチテント購入について、交付金を活用し

整備をいたしたく、節12委託料には、内訳のとおりネットワーク環境更新業務委託

料と小学校トイレの監理業務委託料を合わせた925万6,000円を、節14工事請負費に

は、トイレ増築工事費として3,146万円を、節17備品購入費には、ワンタッチテン

ト等の購入費用として109万5,000円を追加計上いたしております。 

  続く、項３中学校費におきましては、中学校体育館東側消火栓などの修繕費用と

して、節14工事請負費に120万円を追加計上いたしております。 

  次に、16ページ、項５保健体育費、目２体育施設費では、中川体育館の屋内トイ

レが老朽化し、改修が必要となってまいりましたので、節12委託料に、監理業務委

託料として140万円を、節14工事請負費に2,400万円を共に、新型コロナ臨時交付金

を活用し、感染防止の対策の費用として追加計上いたしております。 

  次に、歳入に移りますが、予算書を戻っていただき、９ページ、款14国庫支出金、

項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節１総務管理費補助金でございます。 

  まず、デジタル基盤改革支援補助金につきましては、歳出にて説明いたしました
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自治体手続のオンライン化の関係で、マイナポータルへの接続に当たっての機器設

定や連携サーバー等の設置に要する経費等に対し、今年度末を期限とされている補

助金を活用するもので、544万4,000円を計上いたしております。 

  次の行には、新型コロナウイルス感染拡大の防止、地域経済や住民生活の支援を

通じた地方創生を図ることを目的とし、取り組むべき各種事業に対し、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として6,596万1,000円を追加計上いたして

おります。 

  続く、節３戸籍住民基本台帳費補助金の954万6,000円につきましては、マイナン

バーカード交付事務にかかる人件費と戸籍事務内連携に向けたシステム整備費に対

する国からの100％補助金となります。 

  目２民生費国庫補助金、節５児童措置費補助金の低所得子育て世帯生活支援特別

給付金補助金286万7,000円につきましては、支給対象のうち、低所得の独り親世帯

を除いた住民税均等割非課税の子育て世帯に対する特別給付金で、こちらも事務費

を含めた全額国庫補助となります。 

  目３衛生費国庫補助金、節３保健衛生費補助金の新型コロナワクチン接種体制確

保事業費補助金へ計上いたしました507万7,000円につきましては、歳出の予防費に

かかる会計年度任用職員の人件費に対する国庫補助金の増額補正であります。 

  目５土木費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金事業にかかる国

庫補助金の予算割当てが、当初見込みより増額となりますことから、節１道路橋梁

費補助金に1,008万1,000円の追加計上をいたしております。 

  次の10ページ、款18繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金では、こ

のたびの補正予算編成に伴い、6,936万円の基金を取り崩して、財源充当するもの

でございます。 

  また、款20諸収入、項３雑入、目２過年度収入には、令和３年度に18歳以下の子

供一人当たりに10万円を支給をいたしました子育て世帯臨時特別支援事業費補助金

で、節２国庫支出金過年度収入に90万円を追加計上いたしております。 

  款21町債、項１町債、目３土木債では、大野木地内の河道整備事業の起債種別に

つきまして、事業内容の精査に基づく県との協議により、緊急自然災害防止対策事

業債から緊急浚渫推進事業債へ改めるべく変更をいたしております。 

  なお、地方債補正につきましては、地方自治法第230条第２項により、６ページ

の第３表 地方債補正へ記載しておりますので、後ほど、御高覧ください。 

  以上、議案第30号の説明といたします。 

  引き続き、議案第31号からは、副町長が説明いたしますので、よろしく御審議賜

りますようお願いいたします。 

○議長（濱岡 裕之） 西岡副町長。 
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○副町長（西岡 一義） それでは、町長に代わりまして、順次御説明いたします。 

  まず、議案第31号 町長等の給料の特例に関する条例についてでございますが、

本町における公用車の無車検及び自動車損害賠償責任保険失効の状態での公用車運

行事案の管理・監督責任として、町長及び副町長の給料減額を行うため制定した条

例について、不起訴の処分が決定したことに伴い、当該条例を廃止いたすものでご

ざいます。 

  続きまして、議案第32号から議案第34号までの専決処分の承認を求めることにつ

いてですが、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、３件の専決処分を行いま

したので、同条第３項の規定により、これを報告し、その承認を求めるものでござ

います。 

  議案第32号は、令和３年度度会町一般会計補正予算（第10号）の専決処分につい

てでございます。 

  令和３年度一般会計予算において、特別交付税等の決定がなされ、町税収入の精

査、各種事業の精査など財政調整を行い、歳入歳出それぞれ１億2,991万円を追加

し、予算総額を46億8,246万2,000円といたしたものでございます。 

  次に、議案第33号は、度会町税条例の一部を改正する条例の専決処分についてで

ございます。 

  地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商業地等に係る令和４年度分の

特例の規定を行うほか、法改正に伴う規定の整備を行うため、関連する当該条例の

一部を改正し、税行政の執行に遺漏のないよう措置したものでございます。 

  続く、議案第34号は、度会町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分についてでございます。 

  国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎賦課額及び後期

高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引上げる等、関連する当該条例の一部を

改正いたしたものでございます。 

  以上をもちまして、提出議案の概要説明とさせていただきます。 

  なお、令和３年度の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第２項の規

定による度会町一般会計予算繰越明許費繰越計算書を報告第２号とし、地方公営企

業法第26条第３項の規定による度会町水道事業会計予算繰越計算書を、報告第３号

として添付しておりますので、御高覧をお願いいたします。 

  また、議案の詳細につきましては、追って各委員会におきまして、それぞれ担当

課から御説明申し上げますので、何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し

上げます。 

○議長（濱岡 裕之） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

  暫時、休憩をいたします。 
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                              （９時23分休憩） 

                              （９時25分再開） 

○議長（濱岡 裕之） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎質疑（議案第30号～議案第34号） 

  日程第６ これより議案に対する質疑を行います。 

  議案第30号 令和４年度度会町一般会計補正予算（第２号）に対する質疑を行い

ます。 

  質疑ございませんか。 

  ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（濱岡 裕之） 質疑なしと認めます。 

  議案第30号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第31号 町長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例につ

いてに対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（濱岡 裕之） 質疑なしと認めます。 

  議案第31号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度度

会町一般会計補正予算（第10号））に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（濱岡 裕之） 質疑なしと認めます。 

  議案第32号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第33号 専決処分の承認を求めることについて（度会町税条例

の一部を改正する条例）についてに対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（濱岡 裕之） 質疑なしと認めます。 

  議案第33号に対する質疑を打ち切ります。 

  続きまして、議案第34号 専決処分の承認を求めることについて（度会町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（濱岡 裕之） 質疑なしと認めます。 

  議案第34号に対する質疑を打ち切ります。 

 

◎予算決算常任委員会各常任委員会付託（議案第30号～議案第34号） 

  日程第７ ただいま議題となっております議案第30号から議案第34号については、

お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託いたします。 

 

◎閉議の宣言 

  本日は、これにて散会をいたします。 

                                （９時28分） 


